
（１）建築物の配慮事項 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

住居系市街地景観ゾーンの配慮事項 

配置 

□ とことこ景観資源※と調和させる。 

□ 壁面の位置の連続性や隣棟間隔の確保等、周辺の街並みと調

和させる。 

□ 既存の樹木は、できるだけ残すような建築物の配置とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

形

態

意

匠 

外壁・屋根等 □ 外壁は、分節化するなどし、圧迫感を抑え、単調にならない

ようにする。 

□ 外壁・屋根等の素材等は、周辺の街並みやみどりと調和させ

る。 

□ 屋根または軒の高さは、周辺の街並みとの連続性をつくる。 

□ 中高層建築物は、遠景・中景からの見え方を工夫する。 

屋外設備等 □ 建築物との一体化やルーバー等の設置など、周囲からの見え

方を工夫する。 

外構・植栽 □ 道路や河川等に面する部分は植栽を設ける。 

□ 流通・工業系建築物の敷地の外周部は、中高木の植栽等によ

り、緩衝緑地を設ける。 

屋外広告物 □ 屋外広告物は、大きさや形をそろえ、設置位置を集約する。 

照明 □ 外壁・屋根等に付属する照明は、周辺に影響しないよう工夫

し、点滅する光源は使用しないものとする。 

色彩 □ 周辺の建築物等の色彩を考慮し、街並みやみどりと調和させ

る。 

□ 主要な部分は、暖色系の低彩度の色彩を基本とし、みどり豊

かな住宅地に調和し、穏やかで落ち着きの感じられる色彩と

する。 

□ 外壁の色彩は、基調色と補助色の配色のバランスを整える。 

□ 商業系建築物、流通・工業系建築物の基調色は、彩度（鮮や

かさ）を抑える。 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

商業系市街地景観ゾーンの配慮事項 

配置 

□ とことこ景観資源と調和させる。 

□ 壁面の位置の連続性や隣棟間隔の確保等、周辺の街並みと調

和させる。 

□ 中高層建築物は、敷地に植栽を設けて圧迫感を抑える。 

形

態

意

匠 

外壁・屋根等 □ 外壁は、分節化するなどし、圧迫感を抑え、単調にならない

ようにする。 

□ 外壁・屋根等の素材等は、周辺の街並みと調和させる。 

□ 駅周辺や幹線道路沿いの建築物は、道路との間に間隔を設け、

低層部は、それぞれの用途に応じたにぎわいの演出を行う。 

□ 屋根または軒の高さは、周辺の街並みとの連続性をつくる。 

□ 中高層建築物は、遠景・中景からの見え方を工夫する。 

屋外設備等 □ 建築物との一体化やルーバー等の設置など、周囲からの見え

方を工夫する。 

外構・植栽 □ 交差点に面する部分は、街角を特徴付け、にぎわいを生み出

す工夫をする。 

□ 道路や河川等に面する部分は植栽を設ける。 

屋外広告物 □ 屋外広告物は、大きさや形をそろえ、設置位置を集約する。 

照明 □ 外壁・屋根等に付属する照明は、周辺に影響しないよう工夫

し、点滅する光源は使用しないものとする。 

色彩 □ 周辺の建築物等の色彩を考慮し、街並みと調和させる。 

□ 主要な部分は、暖色系の低彩度の色彩を基本とし、商業地ら

しいにぎわいや活気が感じられる色彩とする。 

□ 外壁の色彩は、基調色と補助色の配色のバランスを整える。 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

農地・丘陵地景観ゾーンの配慮事項 

配置 

□ とことこ景観資源と調和させる。 

□ 現状の地形を活かした土地利用に努め、造成による地形の変

更は最小限にとどめる。 

□ 既存の樹木は、できるだけ残すような建築物の配置とする。 

形

態

意

匠 

外壁・屋根等 □ 外壁は、分節化するなどし、圧迫感を抑え、単調にならない

ようにする。 

□ 外壁・屋根等の素材等は、周辺のみどりと調和させる。 

□ 屋根または軒の高さは、周辺の街並みやみどりとの連続性を

つくる。 

屋外設備等 □ 建築物との一体化やルーバー等の設置など、周囲からの見え

方を工夫する。 

外構・植栽 □ 道路や河川等に面する部分は植栽を設ける。 

□ 流通・工業系建築物の敷地の外周部は、中高木の植栽等によ

り、緩衝緑地を設ける。 

屋外広告物 □ 屋外広告物は、大きさや形をそろえ、設置位置を集約する。 

照明 □ 外壁・屋根等に付属する照明は、周辺に影響しないよう工夫

し、点滅する光源は使用しないものとする。 

色彩 □ みどり等の景観資源が美しく映えるよう、穏やかな安らぎの

感じられる色彩とする。 

□ 外壁の色彩は、基調色と補助色の配色のバランスを整える。 

□ 主要な部分は、極端な高明度および低明度の色彩の使用を避

け、周囲のみどりに調和させる。 

□ 商業系建築物、流通・工業系建築物の基調色は、彩度（鮮や

かさ）を抑える。 



（２）工作物の配慮事項（各ゾーン共通） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

配慮事項 

配置 

□ とことこ景観資源と調和させる。 

□ 現状の地形を活かした土地利用に努め、造成による地形の変更は

最小限にとどめる。 

□ 敷地の外周部には緩衝緑地を設ける。 

素材・形態 □ 形態および高さは、周辺の街並みやみどりと調和させる。 

□ 外観は、デザインによる分節化を図り、単調にならないようにす

る。 

□ 外観を構成する素材および色彩等は、周辺の街並みやみどりと調

和させる。 

屋外広告物 □ 屋外広告物は、大きさや形をそろえ、設置位置を集約する。 

照明 □ 付属する照明は、周辺に影響しないよう工夫し、点滅する光源は

使用しないものとする。 

色彩 □ 「(1)建築物の配慮事項」の各ゾーンの色彩欄に準じた色彩とする。 

緑化 □ 敷地内の緑化をする。 


